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工学研究科は，教育研究上の目的を達成するために，以下の方針で教員組織を編制する． 

 

1. 「学位授与の方針」に示した人材を育成するため，「教育課程の編成・実施方針」に基

づいて編成された授業科目を適切に実施しうる教員で組織する． 

2. 専任教員の全体数及び新規任用数については，学校法人梅村学園理事会の決定に従う． 

3. 専任教員の任用及び昇格にあたっては，研究科がその候補者の教育研究上の能力・資質

を「中京大学大学院工学研究科担当教員資格審査内規」に基づいて厳正に審査・選考し，

学校法人梅村学園理事会に推薦する． 

4. 教育上とくに重要と認められる授業科目は原則専任教員が担当するよう配慮する． 

5. 学部教育から大学院教育へのスムーズな移行を実現するため，工学部との連携に配慮し

た教員配置に努める． 

6. 教育研究効果の維持向上のため，専任教員の年齢・男女別構成に配慮する． 

 

 


